
図
書
館 
☎
69
◆

3
7
0
6

お
は
な
し
お
ば
さ
ん
と
作

ろ
う
ク
リ
ス
マ
ス
リ
ー
ス

と
　
き　
12
月
1
日
㈰

　

午
後
2
時
〜
3
時

と
こ
ろ　
図
書
館　

別
館

講
　
師　
お
は
な
し
お
ば
さ
ん

定
　
員　
8
人（
申
し
込
み
順
）

対
　
象　
市
内
の
小
学
生
の
方（

保
護
者
の
付
き
添
い
可
）

参
加
費　
無
料

申
し
込
み　
11
月
16
日
㈯
か
ら
直

接
ま
た
は
電
話
で
図
書
館
へ
。

図
書
館 

☎
69
◆

3
7
0
6

年
賀
状
に
使
お
う
！

消
し
ゴ
ム
は
ん
こ

来
年
の
干
支
を
題
材
に
、
消
し

ゴ
ム
で
は
ん
こ
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

と
　
き　
11
月
17
日
㈰

大
人
の
部
：
午
前
10
時
〜
正
午

子
ど
も
の
部
：
午
後
2
時
〜
4
時

と
こ
ろ　
図
書
館　

別
館

講
　
師　
寿じ

ゅ

山ざ
ん

会か
い　

山
本
正ま

さ

良よ
し

定
　
員　
各
回
10
人（
申
し
込
み

順
）

対
　
象　
大
人
の
部
：
市
内
在

住
・
在
勤
・
在
学
ま
た
は
図
書

館
に
利
用
者
登
録
の
あ
る
高
校

生
以
上
の
方

子
ど
も
の
部
：
市
内
の
小
学
4
年

生
〜
中
学
3
年
生
の
方

参
加
費　
無
料

そ
の
他　
大
人
・
子
ど
も
の
部
と

も
、
カ
ッ
タ
ー
ナ
イ
フ
を
使
い

ま
す
。
材
料
・
道
具
は
図
書
館

で
用
意
し
ま
す
。

申
し
込
み　
11
月
2
日
㈯
か
ら
直

接
ま
た
は
電
話
で
図
書
館
へ
。

催
　
し

観
光
商
工
課 

☎
66
◆

1
1
2
0

ナ
ビ
テ
ラ
ス
de
寄
席

ナ
ビ
テ
ラ
ス
で
愛
知
大
学
の
落

語
研
究
会
に
よ
る
寄
席
を
開
催
し

ま
す
。
学
生
に
よ
る
フ
レ
ッ
シ
ュ

な
落
語
を
楽
し
み
に
ご
来
場
く
だ

さ
い
。

と
　
き　
11
月
16
日
㈯

　

午
後
2
時
〜

と
こ
ろ　
ナ
ビ
テ
ラ
ス（
観
光
交

流
セ
ン
タ
ー
）

そ
の
他　
入
場
無
料
。
演
目
は
、

「
時
そ
ば
」「
お
楽
し
み
」

企画展 駅とまちなみの移り変わり
蒲郡中心部の移り変わりを写真・地図・古文書
などでわかりやすく紹介します。

※企画展記念冊子を無料配布します（先着500人）

戦時中、供出をまぬがれた
東町十王堂のかね（本町）

明治時代、開業当時の蒲郡駅

と 　 き   11月1日金〜24日日
　　　　　 午前10時〜午後5時（入館は午後4時30分まで）
と こ ろ 博物館1階　特別展示室
休 館 日 月曜日と第3火曜日

入場
無料

博物館  ☎68◆1881

2013.11

17

広
げ
よ
う
支
援
の
輪

〜
ご
存
知
で
す
か
　
犯
罪
被
害
相
談

窓
口
と
犯
罪
被
害
給
付
制
度
〜

◎
犯
罪
被
害
相
談
窓
口
の
ご
案
内

　
警
察
は
各
種
の
犯
罪
被
害
相
談
窓
口
を

設
け
、
犯
罪
の
被
害
に
遭
わ
れ
た
方
や
、

そ
の
ご
家
族
・
友
人
の
方
か
ら
の
さ
ま
ざ

ま
な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

▼�

犯
罪
被
害
者
の
た
め
の
こ
こ
ろ
の
悩
み

相
談（
ハ
ー
ト
フ
ル
ラ
イ
ン
）

　
☎
052
◆

954
◆

8
8
9
7

月
〜
金
曜
日〔
祝
日
、
年
末
年
始
を
除

く
〕の
午
前
9
時
〜
午
後
5
時

▼�

性
犯
罪
被
害
相
談（
レ
デ
ィ
ー
ス
・
ホ

ッ
ト
ラ
イ
ン
）

　
☎
0
1
2
0
◆

67
◆

7
8
3
0

月
〜
金
曜
日〔
祝
日
、
年
末
年
始
を
除

く
〕の
午
前
9
時
〜
午
後
0
時
、
午
後

1
時
〜
5
時（
こ
の
電
話
は
愛
知
県
内

か
ら
の
み
通
話
可
能
で
す
）

▼�

性
犯
罪
被
害
の
相
談
・
支
援
窓
口（
ハ

ー
ト
フ
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
あ
い
ち
）

☎
0
5
7
0
◆

064
◆

810

月
〜
土
曜
日〔
祝
日
、
年
末
年
始
を
除

く
〕の
午
前
9
時
〜
午
後
8
時

（
こ
の
電
話
は
愛
知
県
内
か
ら
の
み
通

話
可
能
で
す
）

◎
犯
罪
被
害
給
付
制
度
の
ご
案
内

犯
罪
被
害
給
付
制
度
は
、
殺
人
な
ど
の

故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
不
慮
の
死
を
遂

げ
た
犯
罪
被
害
者
の
遺
族
ま
た
は
重
傷
病

も
し
く
は
障
害
と
い
う
重
大
な
被
害
を
受

け
た
犯
罪
被
害
者
の
方
に
対
し
て
、
社
会

の
連
帯
共
助
の
精
神
に
基
づ
き
、
国
が
犯

罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
し
、
そ
の
精

神
的
、
経
済
的
打
撃
の
緩
和
を
図
り
、
再

び
平
穏
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
支
援
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
給
付
制
度
に
関
す
る
ご
相
談
は
、

警
察
本
部
住
民
サ
ー
ビ
ス
課
犯
罪
被
害
者

支
援
室（
☎
052
◆

951
◆

1
6
1
1
）ま
た
は

蒲
郡
警
察
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

「広報がまごおり」に有料広告を掲載する事業者を募集しています。（中面下段）
申し込みは企画広報課（☎66◆1145）まで。募集


